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1. 件 名 磐田駅エレベーター保守管理委託 

2. 目 的  本仕様書は対象となるエレベーターを常に安全で最良の運行状態に維持する事

を目的とする。 

3. 委託期間 令和 ８年 ４月 １日から令和10年 ９月 30 日 

4. 対 象 ２ 基 (別紙、業務対象一覧表参照) 

5. 契約内容 ＰＯＧ契約とする。 

有人点検回数、遠隔監視及び遠隔点検契約は別紙「点検対象」の通りとする。 

6. 定期点検 

(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・調整を

行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。 

(2) 点検作業に関して必要な消耗品は、受託者が提供を行うものとする。 

ヒューズ類、蛍光管、電球、油脂類（潤滑油用）、ウエス 

蛍光管は、かご内照明や表示用に限るものとし、意匠に関連する蛍光管は含まないものと

する。（油脂類のうち、ギヤオイル及び、油圧用作動油は含まないものとする。） 

7. 定期整備 

(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検や設置年数・使用頻度などにより機器を構成する 

部品の修理又は取替を必要と判断した場合は、後日見積書の提出をする。 

(2) ⑴の内容は、都度「保守・工事作業報告書」に記載をするものとする。 

8. 遠隔監視 

エレベーターの異常を常時監視するものとする。 

①閉じ込め（インターホン通話）②起動不能③戸開閉不良④安全回路動作⑤電源系統異常 

9. 直接通話機能 

万一のエレベーター閉じ込め故障の場合、受託者のコントロールセンターがかご内利用者か

らのインターホン呼び出しに応答し、直接通話をするものとする。 

10. 遠隔点検 

(1) 遠隔点検サービスは、1 ヶ月に 1 度自動診断運転を実施し点検運行中、次のデータを

取得するものとする。 

① 関連機器（制御盤付近の温度、制御機器動作状況等） 

② 関連機器（ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等） 

③ 乗り場関連機器（ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等） 

④ 昇降路内関連機器（安全スイッチ動作状態等） 

(2) 遠隔点検で取得したデータと遠隔監視で取得したデータを集計し、1 ヶ月に 1 度
報告書を提出するものとする。 

※診断項目の一部には、毎日の運転時に実施する項目もあり、エレベーターを 24 時間連

続的に利用したり、不停止階設定、パーキングモードの場合は、一部上記の診断がで

きない場合があるものとする。 
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11. 監視体制 

遠隔監視装置 

① 監視は受託者の設置した遠隔監視装置によって行うものとする。 

② エレベーターの運行中に発生した監視項目の異常は、遠隔監視装置によって受託者のコン

トロールセンターへ自動通報するものとする。 

③ 電話加入権は受託者の所有とし、遠隔監視装置は受託者にて設置するものとする。 

※広域災害などで電話回線が輻輳した場合は、上記の限りではないものとする。 

12. 遠隔監視装置と専用電話回線 

① 遠隔監視装置・電話加入権は受託者の所有とし、受託者にて設置するものとする。 

② 遠隔監視に必要な電話料金は受託者にて負担するものとする。 

13. コントロールセンター 

① エレベーターで発生する監視項目の異常を常時監視するものとする。 

② 緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣するものとする。 

14. 緊急対応 

①24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。 

②静岡県内での保守実績を要し、緊急対応の観点から静岡県内に営業所等の拠点を3か所以上 

有すること。 

15. 異常通報受信時の対応 

(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。 

(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。 

16. 法令に基づく法定検査（年 1 回） 

建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を

特定行政庁へ報告するものとする。 

17. 修理又は取替の除外条件 

諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、

新型への取替、新規取付は含まないものとする。 

18. 作業の時間 

緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日（但し祝日は除く）の 9：00～18：00 内
に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。 

19. 部品供給体制 

保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し

供給するものとする。 

ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する 
場合は上記の限りではないものとする。 

20. その他 

① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口

座に振込にて行う。 
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② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減額又

は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することができる。 

③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払に

関する条項の定めによる。 

④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協議

のうえこれを定める。 
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1. 件 名 磐田駅エスカレーター保守管理委託 

2. 目 的  本仕様書は対象となるエスカレーターを常に安全で最良の運行状態に維持する

事を目的とする。 

3. 委託期間 令和 ８年 ４月 １日から令和10年 ９月 30 日 

4. 対 象 ２基 (別紙、業務対象一覧表参照) 

5. 契約内容 ＰＯＧ契約とする。 

有人点検回数は、別紙「点検対象」の通りとする。 

6. 定期点検 

(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・調整を

行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。 

(2) 点検作業に関して必要な消耗品は、受託者が提供を行うものとする。 

ヒューズ類、蛍光管、電球、油脂類（潤滑油用）、ウエス 

(3) 定期整備の結果は、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出をする。 

7. 定期整備 

(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検や設置年数・使用頻度などにより機器を構成する 

部品の修理又は取替を必要と判断した場合は、後日見積書の提出をする。 

(2) ⑴の内容は、都度「保守・工事作業報告書」に記載をするものとする。 

8. コントロールセンター 

緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣するものとする。 

9. 緊急対応 

24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。 

10. 異常通報受信時の対応 

(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。 

(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。 

11. 法令に基づく法定検査（年 1 回） 

建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を

特定行政庁へ報告するものとする。 

12. 修理又は取替の除外条件 

諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、

新型への取替、新規取付は含まないものとする。 

13. 作業の時間 

緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日（但し祝日は除く）の 9：00～18：00 内
に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。 

14. 部品供給体制 

保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し

供給するものとする。 

ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する 
場合は上記の限りではないものとする。 
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15. その他 

① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口

座に振込にて行う。 

② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減

額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することがで

きる。 

③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払

に関する条項の定めによる。 

④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協

議のうえこれを定める。 
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1. 件 名 御厨駅エレベーター保守管理委託 

2. 目 的  本仕様書は対象となるエレベーターの現況状態を常に安全で最良の運行状態に

維持する事を目的とする。 

3. 委託期間 令和８年４月１日から令和10年９月 30 日 

4. 対 象 ３ 基 (別紙、業務対象一覧表参照) 

5. 契約内容 フルメンテナンス契約とする。 

有人点検回数、遠隔監視及び遠隔点検契約は別紙「点検対象」の通りとする。 

6. 定期点検 

(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・

調整を行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。 

(2) 定期点検結果については、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出するものとする。 

7. 定期整備 

(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検等で必要と判断した場合は、修理または、構成して

いる部品の取替えを行う。 

(2) 定期整備の該当部位は、別紙「取替項目」の通りとする。 

(3) 定期整備の結果は、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出をする。 

8. 遠隔監視 

エレベーターの異常を常時監視するものとする。 

①閉じ込め（インターホン通話）②起動不能③戸開閉不良④安全回路動作⑤電源系統異常 

9. 直接通話機能 

万一のエレベーター閉じ込め故障の場合、受託者のコントロールセンターがかご内利用者か

らのインターホン呼び出しに応答し、直接通話するものとする。 

10. 遠隔点検 

(1) 遠隔点検サービスは、1 ヶ月に 1 度自動診断運転を実施し点検運行中、次のデータを

取得するものとする。 

① 関連機器（制御盤付近の温度、制御機器動作状況等） 

② 関連機器（ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等） 

③ 乗り場関連機器（ドアの開閉状態、ドアスイッチ動作状況等） 

④ 昇降路内関連機器（安全スイッチ動作状態等） 

(2) 遠隔点検で取得したデータと遠隔監視で取得したデータを集計し、1 ヶ月に 1 度
報告書を提出するものとする。 

※診断項目の一部には、毎日の運転時に実施する項目もあり、エレベーターを 24 時間連

続的に利用、不停止階設定、パーキングモードの場合は、一部上記の診断ができない

場合があるものとする。 
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11. 監視体制 

遠隔監視装置 

① 監視は受託者の設置した遠隔監視装置によって行うものとする。 

② エレベーターの運行中に発生した監視項目の異常は、遠隔監視装置によって受託者のコン

トロールセンターへ自動通報するものとする。 

③ 電話加入権は受託者の所有とし、遠隔監視装置は受託者にて設置するものとする。 

※広域災害などで電話回線が輻輳した場合は、上記の限りではないものとする。 

12. 遠隔監視装置と専用電話回線 

① 遠隔監視装置・電話加入権は受託者の所有とし、受託者にて設置するものとする。 

② 遠隔監視に必要な電話料金は受託者にて負担するものとする。 

13. コントロールセンター 

① エレベーターで発生する監視項目の異常を常時監視するものとする。 

② 緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣するものとする。 

14. 緊急対応 

①24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。 

②静岡県内での保守実績を要し、緊急対応の観点から静岡県内に営業所等の拠点を3か所以上 

有すること。 

15. 異常通報受信時の対応 

(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。 

(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。 

16. 法令に基づく法定検査（年 1 回） 

建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を

特定行政庁へ報告するものとする。 

17. 修理又は取替の除外条件 

諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、

新型への取替、新規取付けは含まないものとする。 

18. 作業の時間 

緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日（但し祝日は除く）の 9：00～18：00 内
に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。 

19. 部品供給体制 

保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し

供給するものとする。 

ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する

場合は上記の限りではないものとする。 

20. その他 

① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口

座に振込にて行う。 

② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を
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定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減

額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することがで

きる。 

③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払

に関する条項の定めによる。 

④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協

議のうえこれを定める。 
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1. 件 名 御厨駅エスカレーター保守管理委託 

2. 目 的  本仕様書は対象となるエスカレーターの現況状態を常に安全で最良の運行状態

に維持する事を目的とする。 

3. 委託期間 令和８年 ４月 １日から令和10年 ９ 月 30 日 

4. 対 象 ２基 (別紙、業務対象一覧表参照) 

5. 契約内容 フルメンテナンス契約とする。 

有人点検回数は別紙「点検対象」の通りとする。 

6. 定期点検 

(1) 定期点検時に技術員を派遣して昇降機の点検を行い、必要に応じて清掃・給油・

調整を行うものとする。点検対象は、別紙「点検対象」の通りとする。 

(2) 定期点検結果については、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出するものとする。 

7. 定期整備 

(1) 昇降機機器の整備を行い、定期点検等で必要と判断した場合は、修理または、構成して

いる部品の取替えを行う。 

(2) 定期整備の該当部位は、添付の「取替項目」の通りとする。 

(3) 定期整備の結果は、都度「保守・工事作業報告書」を作成し提出をする。 

8. コントロールセンター 

緊急通報を受信した場合は、技術員を派遣いたします。 

9. 緊急対応 

24 時間体制をとり、異常や不具合発生時には、迅速な出動、対策を行うものとする。 

10. 異常通報受信時の対応 

(1) 異常通報受信時、技術員を派遣すると共に適切な処置を行うものとする。 

(2) 出動の際は必要に応じ、都度、報告書を提出するものとする。 

11. 法令に基づく法定検査（年 1 回） 

建築基準法第 12 条に基づく定期検査を国土交通大臣が定める有資格者が行い、その結果を

特定行政庁へ報告するものとする。 

12. 修理又は取替の除外条件 

諸法規の改訂又は官公庁の命令もしくは指導による検査、装置、機器、部品の改造、

新型への取替、新規取付けは含まないものとする。 

13. 作業の時間 

緊急対応を除き、点検、整備は月曜日から金曜日（但し祝日は除く）の 9：00～18：00 内
に行うものとする。作業に必要な時間は運転休止をするものとする。 

14. 部品供給体制 

保守・点検及び緊急対応時でも、昇降機を復旧する緊急処置を行うため、必要な部品を保管し

供給するものとする。 

ただし、天災地変、その他不可抗力および調達先事情等の不測の事態により納入が遅延する

場合は上記の限りではないものとする。 
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15. エスカレーター関連設備のメンテナンス 

煙感知器、消火設備、防災センター内設置の監視盤等のエスカレーター関連設備の点検、整備は

含まないものとする。 

16. その他 

① 委託料の支払いは、委託者が請求書を受領してから30日以内に受託者が指定する銀行口

座に振込にて行う。 

② 本件は、地方自治法第234条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約とする。翌年度以降において当該予算の減

額又は削除があった場合、甲は契約書の規定に基づき契約を変更又は解除することがで

きる。 

③ 前号に関する具体的手続及び精算は、契約書の長期継続契約条項及び変更・解除・支払

に関する条項の定めによる。 

④ 本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、委託者および受注者双方協

議のうえこれを定める。 
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【御厨駅・ES】業務対象一覧表

※三菱電機ビルソリューションズ製


